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は じめ に

イギ リスにおける19世 紀前半は リカー ドの理論 を中心 に経済学が展開 した。マルサス

の 『経済学原理』の出版 を契機に繰 り広げられた活発な論争 において基本的に勝利 を収

めた リカー ド経済学はその絶頂期 を迎 え、金融 ・銀行理論の領域で もその影響力は著 し

かった。外国為替 と物価 とを関連づけて展開されたその理論は地金論争以降の議論 に基

盤 を与え、その影響力は イングラン ド銀行、議会や政府内において も強固な支持者 を見

出 した。地金委員会ではイングラン ド銀行の外部か らの批判者 として現われた リカー ド

理論は、通貨論争ではイングラン ド銀行理事者たちの理論的支柱 として登場 し、ピール

銀行条例の制定 として結実 した。

しか し、他方で リカー ド経済学はこの時期に解体の萌芽 を内包 していた。ここで取 り

扱 うサ ミュエル・ベ イ リー(Samue1Bailey1791-1870)も 手厳 しい批判者の一人 として

有名である。彼はシェフィール ドの大商工業者の家庭に生まれ、実業において成功 して
ユラ

巨額の資産 を築いた後は、思想家や経済理論家 として も活躍 して高名 をな した。 とくに

経済学者 としては、匿名の著書『価値の性質、尺度、原因についての批判的論及』(邦 訳
　　

名 『リカー ド価値論の批判』)に おいて、主観的な相対価値論の立場か ら実体 的・絶対的

価値論 を批判 し、 リカー ド経済学の核心部分に正面か ら挑んだことが有名である。 しか

し、彼が近代経済理論の生成 に寄与 した役割については、セ リグマンが指摘す るとお り
ヨ　

必 ず し も高 い評価 が な され て いるわ けでは ない。ベ イ リーは事 業 にお いて成功 を収め た

後 に実業 か ら手 を引 いて か ら も、 シ ェ フ ィー ル ド銀行(SheffieldBankingCompany

1831年 に設 立)の 頭 取 を勤 め続 けた こ ともあっ て、当時 の銀行制 度 に も関 心 を抱 い てい

　 　

た。彼 が は じめ て銀行制 度 に関連 して論述 したの は、1837年 の 『貨幣 とその価 値 の変化 』

の 「株 式銀行 につ いて」 と題 した後 記 にお いてで あ る。 その後1840年 に、 この後 記 も併
ら 　

せ て ひ とつ の著作 『株 式銀行 と地方 発券 の擁護』 を著 してい る。ベ イ リー は この 実際的

な領域 につ いて も高 い関 心 を寄せ 、鋭 い光 をその議論 の うちに放 ってい る。 そ して、 こ
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の分野 における批判の対象 もやは りリカー ド的貨幣論であった。

彼が扱 った議論の中ではマ イナー な部分に相当する金融 ・銀行論 を取 り上げるのは、

その議論が必ず しも通貨学派 と銀行学派の範疇に収 り切 らず、 しか もこれ まで光 を当て

られるこ とが少なかったフ リー ・バンキングの立場から展開 されているか らである。 そ

して、その議論の うちに、近代的中央銀行制度の生成へ至る歴史的過渡期にあって展開

された通貨論争が含む 多様 な側面の反映をみて とることがで きるか らである。

1.イ ギ リス銀行制度の発展 と通貨論争

ベ イリーが これ らの著作 を著 した時期は周知の とお り、イギ リスにおいて中央銀行制

度がその体裁 を整 えて くる時期である。産業革命の進展にともなって金融面においても

イギ リスは世 界の中心の地位 を占めつつ あった。1821年 の銀行券党換の再 開に よって、

1797年 以来の銀行制 限時代が終結 し、金本位制度がいよいよ本格的に確立 されてい くこ

とになる。1826年 に地方(ロ ン ドンよ り65マ イル以遠)に 株式組織の発券銀行の設立が

認可され、 イングラン ド銀行 も地方に支店 を開設 し始めたため、地方における銀行券流

通が強化 された。1833年 には高利禁止法が部分的に廃止 され、割引政策のための条件が

整 い始め、同時にイングラン ド銀行券が法貨 として承認された。

この過程 はイングラン ド銀行が姿勢 を転換 して自覚的な金融政策 を次第に追求するよ

うになった時期で もある。1910年 の地 金委員会 を舞台にした地金論争での イングラン ド

銀行の立場 は真正手形理論 に基づ くもので、銀行券発行は通貨価値の変動に影響 を与え

ない とい うものであ り、少な くとも表向 きは積極的な通貨管理 を否定 した ものであった。

これに対 して地金委貝会はイングラン ド銀行 による銀行券の過剰発行が通貨価値の下落

の原因であるとい う報告 をまとめたのである。1832年 にパーマー総裁 によって公表 され

た原則は、外国為替相場が不利になっていない時期 には、 イングラン ド銀行は銀行券 と

預金か らなる債務総額に対 して3分 の2は 有価証券 、3分 の1は 金 を準備 として保有 し、

為替が不利になって金流出が始 まる と債務 を金保有量 と連動 させ る、 とい うものであ り、

通 貨管理に対する一定の基準を表明 した ものであった。

しか し、 この過程で1825、36、39年 と深刻 な恐慌 が周期的に発生 したことは、その原

因 を貨幣 ・金融的側面 にみ る見解 を台頭 させ るこ とになった。1840-44年 には下院で発券

銀行特別委貝会が設置され、通貨主義 と銀行主義 との間で激 しい論争が展開された。1844

年、通貨学派の主張 に基づ いて ピール条例が制定 され、イングラン ド銀行 は発行部 と銀

行部に分離 され、一一定額以上 につ いて全額正貨準備制度 を採用するこ とにな り、またイ

ングラン ド銀行以外の銀行券の発行高にも制限が課されることになった。

この通貨論争の中で様 々な色合の主張が展開されたが、従来は通貨学派 と銀行学派 と

の間の論争 として集約 されて きた。 これに異議を唱えたのが 『英国におけるフ リー ・バ
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ンキ ング』 を著 した ホ ワイ トで あ り、 彼は その 中で通貨 学派 お よび銀行学 派 に加 えて そ

れ らとは独 立 した学 派 と して フ リー ・バ ンキ ング学 派 を認め る こ とを提 唱 した。ベ イ リ

ー もその 中で フ リー ・バ ンキ ン グの先 鋭的 な主唱者 の一 人 として と りあげ られ てい る
。

す でに19世 紀初 頭の 反穀物 法運動 の前 進の過程 でみ られた 自由貿 易思 想の高 ま りの 中で、

パー ネル(SirHenryParnell1776-1842)な どその一部 の主 唱者 の間 で フ リー ・バ ンキ

ングの主 張が な され て いた。 彼 らの主 張 を支 えたの はス コッ トラ ン ドの経験 で あ った。

同制 度 は、パー トナ ーの 人数制 限 も行 わず に株 式銀行 の設 立 を容 認 し、銀行 券交換 所 の

制 度 を有 す るな ど、 当時 の イン グラ ン ドには ない 自由主義 的諸特徴 の 色濃 い柔 軟 な信用

供与 の制 度 を もってい た。

2.イ ングラ ン ド銀行 券 と地方 銀行券

通貨論争において提 出された通貨学派の提案は、経済的掩乱の原因を通貨膨張 に求め、

それを阻止するため に地方銀行による通貨発行量の規制 とイングラン ド銀行の組織改革

によって、紙幣流通 を仮想的な金流通の運動 に擬 しようとす るものであった。『株式銀行

と地方発券の擁護』はその題名の とお り、ロイ ドや トレンズなど通貨学派のこ うした提

案に対する反論の書であ り、2つ の部分か ら構成 されている。その うち、第1部 は先 に

発行 された 『貨幣 とその価値変化』の後記部分 を再録 した ものである。

過剰発行の批判か ら地方銀行 を擁護す るためにベ イ リーが とった基本的視点は、 イン

グラン ド銀行券 と地方銀行券の相違 に着 目す るとい うこ とであった。 この視点 を採 った

こ とは通 貨主義批判 に際 して銀行学派 と異なった立場に彼を立たせ ることになっている。

彼が、「この主題に関す る大部分の著者は共通の誤 り イングラン ド銀行 と地方銀行が

発券銀行 としてのそれらの性格が類似 してお り、通貨に対 してよ く似た支配力を有 して

いると考えるとい う誤 りに陥っているようにみえる」 と疑問 を投げかけるとき、その鋒

先は通貨学派のみならず一部は銀行学派にも向けられていることになっている。彼がこ

の視点 をどのよ うに展開 してい くのかをみてい くことに しよ う。彼はまず両者の類似点

はただ金 との党換性 にのみ存在す るとしている。「最近の法律の変更は後者(地 方銀行)

にイングラン ド銀行券で支払 う選択を与えているが、それは帰す るところ現地にて金で

支払 う代 りにロン ドンにて金で支払 う許可に等 しい。そこで、イングラン ド銀行 も地方

銀行 も、支払のために持 ち込 まれ る銀行券に対応するために貨幣準備 を維持 しなければ

ならない。唯一の違いは後者(地 方銀行)が 金か、それ らに とって金に相当する負担が

かかる紙幣でそれを維持するとい う点である。比較 されている二つの当事者の地位 にお

ける親近性 はここで終わる」。この記述か ら見換性だけをとって もみても直接的であるか

間接的であるかの相違点がすでに含 まれていることがわかる。

ベ イ リーによれば、この二つの種類の通貨の通用力はそれ らを発行する組織の置かれ
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ている地位によって規定 され る。 イングラン ド銀行券 には、商業の中心地であるロン ド

ンにおいて唯一の勅許銀行の発行券 としての独 占的地位 を有 していることや、1833年 に

法貨 として承認 されたこ とによって強固な流通性 が付与 されている。 これに対 して地方

銀行には何 らの特権 も与えられてお らず、その銀行券の通用力はロン ドンにおいては も

ちろん地元地域 において も限定 されてお り、 各種の通貨や流通手段の うちのたんなるひ

とつで しかす ぎない とい う諸事実が指摘 されている。「イングラン ド銀行は商業手形に基

づ く前貸 と公債投資はすべて 自らの銀行券で行 うのに対 し、地方銀行はその貸出の主要

部分 を金かイングラン ド銀行券 すなわち堅実 な資産(solidproperty)で 構成す る必

要が ある とい うことである。地方銀行が商業手形や信用勘定(creditaccount)に 基づ い

て発行する5ポ ン ド銀行券 ごとに、それらはおそ らく金 または他の現実資本(realcapi-

tal)で10、15、 あるいは20ポ ン ドを貸出 しなければ ならない」。「注意すべ き主要 な点

は、地方銀行がそれ らの顧客になす貸出のかな りの部分が ロン ドンでなされ るとい うこ

とであ り、 これ にはそれ ら自身の銀行券はまった く役に立たない。商人や製造業者は他

の町へ送金 をした り、首都において手形引受 を行 った り、他の銀行宛にて信用状 を発行

す る場合がある。 これ らの取引はすべて、その必要額 を支給す る銀行のただ1枚 の銀行

券の介在 もなしにロン ドンでの支払で決済される」。「顧客 に、それ らの銀行券 とともに、

小売品の購入や賃金支払の ような取引のため にある量の金 を与 えざるを得ない。……ど

れだけの割合の金が銀行券に ともなって必要 とされ るかは、その地方で行われている職

業 に依存す るに違 いない」。たとえ必要以上の銀行券が過剰発行 されて も、「余剰 な銀行

券は直ちに金 と交換 に差 し出 され る。それ らが顧客に巨額の支払に銀行券 を持 ち出す よ

うに強いた り、促 した りして も、それ らは結局 ロン ドンでなされねば ならず、数 日の う

ちにそれを発行するという愚行を行った銀行へ戻って くる。おそら くは近隣の同業者 と

組織 されている毎週の交換 を通 して、 そしてその金額はロン ドン宛ての為替手形によっ

て決済 され なければな らず、それは発行者の損失 になる」。地方銀行が行 っていた預 入金

に対す る利子支払 も余剰銀行券の還流 を促進する要 因となっていた。

さらに、地方の諸銀行 には絶えずそれ ら相互間の 自由競争による圧 力が加わっていた。

イングラン ド銀行には党換請求に応 じる義務以外に何のチェックもないのに対 して、「地

方銀行 は互 いに競争相手であ り、直接的かつ有効にそれ らの流通量 を制限す る環境の下
　　

で行動 している」。た とえある銀行が流通量 を増や して もそれは他行の流通量 を代替 して
お　

なされるにす ぎず、地方銀行券の流通の全体量は変 らないのである。

ベ イ リーは通 貨流通量に対 する調整力を地方銀行については否定 し、イングラン ド銀

行についてのみそれ を認めている。彼は 「前者(イ ングラン ド銀行)は 、銀行券の流通

量 を追加 しようと思えば、そうしたいだけの有価証券を買い入れればよい。が後者(地

方銀行)は 、銀行券 を膨張させ る手段はまった くもっていない。 その貸付の強制的で破
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　 ラ

壊的な拡張によってのみ間接的にそれを果すことができるであろ う」 と述べているが、

この部分 に関 して トゥックは 『通貨主義の研究』の中で次のような批判 を加 えている。

すなわち、ベ イリーは地方銀行 に関 しては、貸付 ・割引業務 と発券業務 との相違 を明瞭

に理解 しているものの、イングラン ド銀行 にその相違 を適用す るとなると誤 って しまう。

イングラン ド銀行がこの通貨 を膨張 させ る直接の力をもっていないのは、地方銀行 と同

じであ り、発券銀行 が貨幣を過剰に発行 しようとす る傾向がある点で、非発券銀行 と区
　

別できそうなことはほとんどあ りそうもないのである、 と。

ベ イリーの議論が銀行主義理論 と共有す る部分 とそうでない部分のひとつが ここに示

されている。イングラン ド銀行券 と地方銀行券 との間に本質的な差異を見出 さず、銀行

券の通貨需要に対す る 「受動性」を両者に等 しく認め ようとするのが銀行学派の主張で

あ り、ベ イリーはこの性質を地方銀行券のみに限定 しているのである。その際 に銀行学

派が根拠 とするのは、銀行券の党換や貸 し付 けられた銀行券の還流であ り、銀行券流通

に対 して代替的に働 く為替手形や銀行小切手の もつ流通機能や銀行間振替などの存在で

あった。他方、ベ イリーはこれらの要 因は地方銀行券にのみ適合するとみなしているの

である。

ベ イ リーはさらに価格への影響 力 も地方銀行券については否定する。地方銀行券はロ

ン ドンで流通 しないので、そこでの商品や公債の価格 に影響 を及ぼす ことがで きない。

また、いつ も直ちにイングラン ド銀行券 と交換 され るので、地方における価格に も影響

を与ええない。 したが って、地方銀行券がイングラン ド銀行券の 「購買力」や 「全流通

の価値」に影響 を与えることは不可能である、 と。他方、イングラン ド銀行券について

は価格支配 力を、積極的に論証 しようとしている訳ではないにせ よ容認 してお り、それ

も通貨主義的な価格調整 メカニ ズムを前提 とした議論 を行 っている。 いずれにせ よ、こ

の メカニズムの作用 を真っ向か ら批判 し、「銀行券の収縮は物価変動の原因ではな くて結

果である」 とい う結論 を導 き出した トゥックやフラー トンなど銀行学派の主張 とは隔た

りを生 じている。

ベ イ リーが地方銀行券の過剰発行が問題にな りえない としている大 きな理由には、 も

うひとつ地方銀行の主要機能を信用の供与 に見出 しているこ とがある。 それ らの主要な

業務は「それ ら自身かその預金者の ものである現実資本を貸 し出すことにあ り」、通貨発

行の拡大は地方銀行の主要 な目的ではな く、「貸出をす るか拒否す るか どうかを決定する

際 にもほ とんど注意が向けられない」 とい うよ うな、銀行業務に とって付随的 ・従属的
ユユ　

な結果にす ぎない。さらに、過剰発行 として非難 され る地方銀行の行動は、実際には「思

慮のない企業に対する穏 当でなく保証の ない貸付」を行った り、「冒険的で価値のない証

券 に貨幣 を危険に晒す」ことによって もた らされた害悪なのである、 とす る。つ まり、

「それは発券銀行 としての行動 にではな く、割引 と貸付のための銀行 としての行動にあっ
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た」のであ り、「資本貸借業務の利点および弊害 と、約束手形を発行する特殊 な効果 とを
ユカ

混 同しないことが必要である」 と主張す る。 こうした主張はイングラン ド銀行券 には適

用されない とい う点 を除けば、銀行学派 との親近性 を示 しているといえよう。そ して、

銀行学派の場合は銀行券 と為替手形や銀行小切手 とを信用手段 としての共通性 を強調 し

てい くこ とになる。 しか し、 イングラン ド銀行 との相違に注 目しつつ、信用の供与 を地

方銀行の主要 な役割 として積 極的に押 し出 してい くというベ イリーの姿勢は、信用 に関

して銀行学派 とは異なった見方を押 し広げてい くことになる。

3.べ 一 スマ ネー と信 用通 貨

二 種類 の 銀行券 の 間 にみ られ る階 層 的関 係 と、 イ ン グラン ド銀行 の管理 や統制 に関す

る能 力 に言 及 して議論 を展開 す る とき、 このベ イ リーの 見地 は よ り明瞭 に示 され る。 彼

は ロン ドンの流通 と地 方 の流 通 との 間の相 互作 用 が非対 称的 で あ る こ とを強調 す る。 こ

れ ら二 つの 銀行 券が通 用 す る領域 は 「同一一の広 が り(co-extensive>」 を もってお らず 、

しか も 「イ ン グラン ド銀 行券 流通 の首 都 の領域 は地 方 発行 の干 渉 か ら… …有効 に切 り離

され て」いて 、「イ ングラ ン ド銀行 の側 の 引締め に よって造 られ た空 隙 は地 方 銀行 の側 の

それ に対 応す る増加 に よって埋め 合せ られ ない」ので あ る。 「イ ギ リスの 流通 の二 つ の分

流 が置 か れて い る地 位 の違 い」を認識 す るこ とが必 要 で あ る。 それ らが 、「あた か も等 し

い足場 に立 ってお り、 完全 な相互 作 用 を及ぼ し合 うこ とがで きるかの よ うに、互 いに影

響 し合 うに違 い ない」 と誤 って仮定 され て い るが 、事 実 は 「互 酬(reciprocity)は まっ
ユヨ　

た く一方的」 なのである。

すでにイングラン ド銀行は1833年 の高利法の修正 を受けて、公定歩合政策を採用 し始

めていたが、ベ イリーはこの政策が地方流通量に影響 を与えていることを指摘する。イ

ングラン ド銀行の流通量の変動は主 にロン ドン貨幣市場 を通 して地方に引 き起 こされる

ことを指摘 する。「ロン ドン貨幣市場 における利子率の どのよ うな上昇 または下降 も……

地方流通 に影響 しが ちである。 なぜ ならそのよ うな変化は地方銀行の資産や事業を拡張
ユ　

した り縮 小 した りす るか らであ る」。

さらにベ イ リー は、 この イ ング ラ ン ド銀 行 に よる通 貨調整 が地 方 の流通 と信 用 にお よ

ぶ メカニ ズム につ いて独 自の理 論 を展 開す る。 それ は 、「二 重拡 大 ・収 縮(thedouble

expansionandcontraction)」(あ るい はた んに 「二重収 縮 」)効 果 と名づ け られ て い る

もの で、混 合流通 の下 では イン グラ ン ド銀行券 の収 縮(あ るいは拡 大)は 銀 行券 の全 流

通 量 と信用 量 の変動 に乗 数 的 な効 果 を有 す る とい うもので あ る。 彼 は次 の よ うに説明 す

る。 イン グラ ン ド銀 行券 の みが 存在 してい て、地 方へ は その支 店 を通 じて供給 され てい

る場合 には、 イン グラ ン ド銀行 自身が首 都の 流通 と地 方の 流通 の配分 比率 を考慮 して配

分 を決 定 し、通 貨 量 を制 御 すれ ば よい。 や は りイン グラ ン ド銀 行券 のみ が存 在 して いて 、
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首都の流通は イングラン ド銀行 を通 じて、地方の流通は地方銀行を通 じてそれぞれ供給

されている場合 も、 イングラン ド銀行のみが必要通 貨量の調整 を行えば、諸地方は徐 々

にそれ らの通貨の一定部分を首都 に明け渡 し、それ以前 に首都 と地方において保有 され

ていた通貨の割合が回復 され るようになるだろ う。 こ うして通貨調整の効果は地方に も

行 き渡 るので地方銀行が独 自に制御に乗 り出す ことは不必要である。 しか し、首都にお

いてイングラン ド銀行券のみが、地方においてはそれ を含む複数の銀行券が混在 して流

通 している現状 にお いては事情は異なる。「いつ もイングラン ド銀行が金 との交換で銀行

券 を発行す るこ とによって流通量 を追加すると、地方銀行は直 ちにそれ らの銀行券の対

応する量を生み出す ことになる。地方銀行の発行は顧客に対す る貸出や貸付の小部分 を

形成す るに過 ぎない、 とい うことを思 い出さなければな らない。その銀行券の与えられ

た量を流通 させ るために、それは現実資本 で3、4、5倍 の額の貸付 をなさねばならな

い。そこでその発行のた とえば5,000ポ ン ドの拡張を果すために、それは貸付 を15 ,000な

いし20 ,000ポ ン ドまで拡張 しなければならない。 この ことは地方銀行にひ どく過剰な銀

行取引 を強いることになろう」。ベ イ リーは、この過程は引締めにおいてよ り重大 な弊害
ユう　

をもたらす と考 えている。

ベ イ リーの議論 を要約する と、イングラン ド銀行券の調整が地方に もた らす この乗数

的効果は、通 貨流通においては、 イングラン ド銀行券の発券量 と連動 して変化する地方

銀行券の流通量の拡大 ・収縮 を媒介するこ とによって拡大 して実現 され、 また信用への

影響 は、各地方銀行が発行量の数倍 の信用を供与 しているために、 さらに著 しい ものに

なるとい うことである。地方の信用へ及ぼす効果の大 きさは結局の ところ、イングラン

ド銀行券の流通量 と地方銀行券の それ との間の量的関係 と、地方銀行の貸出量 と銀行券

発行量 との比 との二つの要 因の複合によって規定 され ることになる。ベ イ リーは、 この

貸出額の銀行券発行量に対す る比率は銀行 によって異なってお り、3か ら6倍 の範囲で
　

あると指摘 している。現在においてはこの乗数的効果は現金通貨をべ一 スとした銀行 に

よる預金通貨の創造 を通 じて もた らされ、その大 きさは預金準備率 と現金通貨 ・預金比

率 とによって規定 される とみ なされている。ベ イ リーの把握 は、預金通貨や信用創造の

概 念の未成立や、法貨 としての イングラン ド銀行券の地位が完全に確立 されておらず各

種通貨が流通 していた とい う当時の事情に も制約 されて、繭芽的かつ曖昧な ものに止ま

っている。 しか しなが ら、べ一スマネー としての イングラン ド銀行券の把握への明白な

接近がみ られることが指摘 されねばならない。 イングラン ド銀行 による通 貨に対する調

整力や支配力の強化が、地方銀行 による信用供与の機会を制約するメカニズムに着 目し、

その度合 いが中央銀行制の発達 によって格段 に強化 されようとしている傾 向をいちはや

く見抜いたのはベ イ リーの功績である といえよう。

銀行の信用供与機能への関心 は銀行学派に一般的 に見出 され る傾向であるが、この特
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徴は信用供与の担い手を主に地方銀行 に限 って理解 している とい う点 を除けばベ イリー

にも共通 している。彼が どの ように銀行の与信活動の意義 を強調 し、 どの ような問題点

を有 していると理解 しているかをみてみよう。「貸借のための組織は、その紙幣が党換 陛

をもつ限 り、その貸付の調整によって発券銀行 としての影響力を もつ変動によって生み
ユ　　

出 す こ とが で き るよ りも、遥 かに広 範 な結果 を生み 出す 」。彼 は「紙幣(papercurrency)」

を 「金手 形通 貨(bullion-notecurrency)」 と 「信 用手 形通 貨(credit-notecurrenc》 ・)」

の二 つ の部分 に分 け、前者 が もつ効 果 は 「すべ て銀行 券 が預 金 され た現 実 の金 量の代 理

物」で あ り、 「銀行 券 が それ を発行 した銀行 に預 け 入れ られ た鋳 貨や 金 よ り も多 く発 行 さ

れ な い」場合 に得 られ る とす る。 これ に対 して 後者 は 「預 金 で保 有 されて い る金 よ りも

多 く発行 され る銀 行券 」 に依 存 してお り、 その 「ただ ひ とつ の特 有 な利 益 」 は 「資 本の

節約 」 に ある とす る。 そ して 、 その利益 を 「社 会全体 へ ので きるだ け均 等 な普 及」 に よ

って社 会へ還 元す るため には い くつ か の困難 が と もな う。 発行 者 が金 との 党換 不能や 支

払 い不 能 に陥 り重 大 な損失 を社 会 に もた らす こ とな どが挙 げ られ るが 、 これ らは紙幣 に

対す る十分 な金準備 や堅 実 な組織 の成立 に よって防止 しうる、 と彼は比 較的 楽観 的 に述

べ てい る。 だが、 この 「信 用手 形通 貨」 が有 す る最 も困難 な問題 は 「金手形 通 貨」 よ り

も頻繁 で突然 の拡 張 と収 縮 が起 こ りや す い とい う点 で ある。かか る性 質 は 、「金手 形通 貨」

の発 行量 は発 行者 の意思 に よ らないの に対 し、 「信用 手形通 貨」の場 合は 「外 部 の当事 者

の作 用以外 に銀行 内 か らの 作用 が あ り、適 切 なチ ェ ッ クが なけれ ば意の ま まに流 通量 を

　 ヂ

増 減 で きる」 とい うこ とに起 因 して い る、 と彼 は指 摘 す る。

4.信 用 と 自由

信用の広範な配分のために 自由競争が不可欠であると考 えている点では、銀行学派 と
　 ロ

ベ イ リー との間に大 きな隔た りはない。銀行の与信活動 に内在する不安定性、信用の濫

用 ・過剰の可能性 とそれが もたらす弊害についても、 また信用 を任意に創造 しうる能力

を銀行 はもちえない として銀行信用の需要 に対す る 「受動 性」 を認めている点 にっいて

も認識 はほぼ共通 している。 しか しなが ら、ベ イ リーは銀行業における発券業務 をも含

めた完全な自由競争 によって信用の不安定性に対処す ることがで きるとし、他方、銀行

学派は金融政策 による信用の調整の必要性 を認め、そのためにイングラン ド銀行に独 占

的地位 をも容認 した。 トゥックがフ リー ・バ ンキングを 「詐欺の 自由」だ として拒否 し
　 　

たの もこの観点か らである。 この点に関 して銀行学派は通貨学派 と共通の選択 を行 った

のである。ベ イリー を銀行学派から隔て るのは、政府 または通貨当局が有効な金融調整

能力をもち うるのかどうか、そ してこの信用の供給が発券の自由 を有する諸銀行によっ

て十分や 自律性 をもって行われるのか どうか、 とい う点につ いての評価に関わっている。

そして、ベ イリーは 「発券の権限 によって授けられ るこの資本を自由にできることがな
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ければ」信用の利益は銀行 を通 して社会に普 くもた らされることはない という結論 を導
　ユ　

き出 したの であ る。

ベ イ リー は、 政府 ・通 貨 当局 の通 貨 管理能 力 の有効性 を主 に 「知 識 の不 完全性 」と 「現

場 にお け る知識 の優 越性 」の観 点か ら否定 してい る。 彼 に よれ ば、経 済活動 におい ては

「利 己心 の賢 明 さを信 用す る」こ とが重要 で あ り、 「人 を軽率(imprudence)」 か ら守 るの

は法で は な く 「当事 者の 用心(vigilance)」 で あ る。 なぜ な ら 「それ(経 営)を 知 るこ と

に関心 を もつ本 人以外の 誰 に よって も学 ばれ な い多数 の詳 細 につ いての詳 しい知 識 を必

要 とす るか らで あ る。 それ らは いつ も完 全 な知 識 に よって決定 され る とは限 らないが、

他 の どの計 画 によ るよ り もその計画 に したが って よ り賢明に決 定 され るので あ る」。ベ イ

リーは 「離 れた ところにいて 、契約 の状況 を不 完全 に しか知 らな い人間 の用心 と裁 量が、

現場 にいて(onthespot)直 接 に関心 をよせ て いる当事 者 た ちの それ よ り も優 れて い る」
　　う

こ とはあ りえ ない、 として現場 の知 識の優 越性 を説 い てい る。 しか し、 その根 底 には 人

間の知 識の不 完全性 の 認識 があ る こ とに注意 すべ きで あ ろ う。 通 貨管理 を含 む経済 活動

へ の政府 に よる どの よ うな干 渉 も、「人 間の能 力が決 して獲 得 しえない よ うな活 動す るあ

らゆ る原 因の働 きにつ い ての完全 な知 識 に よってのみ正 当化 され る」の で あ り、 「人間の

力が決 して及ば な いよ うな社 会 に関す る全知(omnipotence)に の み ともな われ うる」も
　ヨ　

ので あ る、 と。 こ う して政府 ・金融 当局 の 金融政策 が 原理 的 に有効性 を もちえ ない こ と

が強調 され る。 その ゆ え 「金 と党換 され、 人知(humansagacity)が 決 して達 成 しえな

い微妙 な収縮 と拡 張 に よってつ ねに変動 す る社会 の要求 に順 応す るこ とが で きる通 貨 を
　　エ

もつ」 ことこそが切実に求め られているとい うことになるのである。通貨量を規則 に従

わせる必要があるとい う観念は、彼によれば 「おそ らくは長 い習慣 と不完全な組織 によ
　らラ

って生 じた観念」にす ぎないのである。

ベ イリーはさらに、金融組織の運営や成長 における 「自発性」の意義 をしば しば強調

している。 それによって諸組織の様態はうまく社会の要請に応 じて きたのである し、そ

もそも 「約束手形の発行」 も 「商業の自然 な成長」の帰結であ り、それゆえ 「競争の 自

由な余地がある相応な領域の うちに、その発展が負っているまさにその原理の働 きによ
　　ラ

って」維持 されるのである。パー トナーの数の規制の撤廃によって多数の株式銀行 が設

立 され、銀行制度の健全な成長がみ られたが、これ も 「社会機構の不可避的な運動 に基

づ くもの」であ り、「政府の智恵に よってなされ るのではな く、私的個人によってなされ
　　ラ

る特定の試行錯誤的 な歩み」に委ね られた結果である。「もし、ひ とつの銀行に独 占が与

えられていなければ、富裕 な資本 と、ライバル との競争によって研 ぎ澄 まされその能力

が必要 なあらゆる緊急事態 に適応 した有能 な経営者 とを有する、かかる多数の組織 が問
　　ラ

違いな くロン ドンに設立 されたであろう」。イングラン ド銀行 が特権的地位か ら排除 され

るならば、イングラン ド銀行に代って十分 な数の健全で有力な銀行が並存する新 しい銀
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行制 度 が成 立す るであ ろ う。ベ イ リー は この制 度 の下 で 「刺激(incitements)と チ ェ ッ
　 　

クの結合」が形成され、それが通貨 と信用 に自律性 を保証すると考えている。 その結果、

「私的利益の自発的な働 きを信頼 した
」必要な通貨供給がなされ、それは 「人為的な制限

ヨレ

の制度か ら拘束 を受 けない交易の単純で分 りやすい運動」への転化 を意味す るであろう。

彼は勅許の期限切れを 「排他的特権の対極 をなす 自由行動の側に、込み入った諸方策の
ヨ　　

対 極 を なす 単純 さの側」 へ の移行 の契 機 とすべ きで あ る と締 め く くってい る。

この よ うに 「知識 の不 完全 性 」や 「自発性 」の概 念に よって 自由 と自由競 争 を根 拠 づ

け るベ イ リー の議論 には、 ホ ワ イ トが指摘 した よ うにハ イエ クの思 想 を髪髭 とさせ る も
お 　

の が あ る。通 貨発行 に関す る一定 の ルー ルか 、 あ るいは通 貨 当局 に よる裁量 か の相違 は

あれ 、通 貨学 派や 銀行学 派 が金 融 に対 して何 らか の規制 の 必要性 を認め たの に対 し、ベ

イ リーは通 貨 と信 用の運 動 の うちに 自律性 が 存在 す る こ とを確 信 し、 それ に依 拠 す るべ

きで あ る と したの で あ る。 そ して、 その 自律性 の確 信 の根 底 には 「全知 の 欠乏(shortof

omni-science)」 の逆 説 的 な所産 ともい うべ き 「自発的 に結 果 を生 み出す それ らの 人間性
3中351

の原理 」、 人間 に内在す る 「人間の 自己調 整(humanregulations)」 へ の信頼 が あ ったの

で ある。 そ こに今 日の フ リー ・バ ン キ ングの主唱 者 と相通 ず る思 想的共 通性 をみ て とる

こ とは容 易 な こ とで あろ う。
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